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1１．一般送配電事業者の無電柱化のRC制度の目標について

○ レベニューキャップ制度（RC制度）においては、「防災・安全・景観形成等」を目的とした無電
柱化を“電線共同溝“として、「電力レジリエンス強化」を目的とした無電柱化を”単独地中化”
として区分のうえ託送料金に計上し、無電柱化の推進に努めている。

2025.8.6 令和７年度 第２回 無電柱化推進のあり方検討委員会 資料３ 抜粋



2

○ RC制度においては、主に「①災害の防止②安全・円滑な交通の確保③良好な景観の形成
等」を目的とした無電柱化を、“電線共同溝”と区分。

○ これらの無電柱化は、各ブロック協議会における協議で合意した路線を整備しており、占用
者が複数存在する特性上「電線共同溝方式」が主な手法として採用されている。

２．RC制度における“電線共同溝”の概要

2024.8.26 第6回 送配電効率化・計画進捗確認WG 資料4-2 抜粋



3３． RC制度における“単独地中化”の概要

○ 一方、 RC制度における“単独地中化”は、電力レジリエンス強化を目的としており、停電復旧
に時間を要するおそれのある箇所のうち、重要施設への供給ルート等を選定のうえ、無電柱
化に取り組んでいる。

○ 電力レジリエンス強化を目的とした無電柱化は、主に一般送配電事業者のみが占用している
路線を実施している特性上「単独地中化方式」を主な手法として採用している。

2024.8.26 第6回 送配電効率化・計画進捗確認WG 資料4-2 抜粋



4（参考）単独地中化の実施場所の選定

2022.4.12 令和4年度 第1回 無電柱化推進のあり方検討委員会 資料1 抜粋



5４．一般送配電事業者が行う無電柱化について

○ 前述の通り、目的に応じた適切な整備手法のもと無電柱化を実施しており、一般送配電事業
者は、RC制度の“電線共同溝”においては防災・安全・景観形成等を目的として、“単独地
中化”においては電力レジリエンス強化を目的として、託送料金に計上している。

○ 特にRC制度の“電線共同溝”おいては、防災を目的とした緊急輸送道路等の路線整備が主
であり、占用者が複数存在する特性から、電線共同溝方式による整備が多くなっている。

○ そういった中、一般送配電事業者としても包括受託にて電線共同溝整備に積極関与するとと
もに、占用者が１社の路線の場合には単独地中化方式にて整備を実施している。

目 的 路線選定者 主体

防災

安全
円滑な交通確保

景観形成
観光振興

電力レジ強化

RC制度の
料金区分

電線共同溝

単独地中化

道路管理者
地方公共団体
(ブロック協議会)

電線管理者
(一般送配電事業者)

道路管理者
地方公共団体

(場合により包括受託)

電線管理者
(一般送配電事業者)

主な手法※1

電線共同溝方式（1/3負担）
自治体管路方式（ 1/3負担）
要請者負担方式（負担なし※2）
単独地中化方式（全額負担）

単独地中化方式（全額負担）
他の電線管理者と協調

※1:カッコ内は電線管理者の負担割合
※2:市街地等開発事業においては一般送配電事業者が1/3負担



５．送配電事業を取り巻く環境（施工力の課題） 6

○送配電設備については、今後、更新工事物量の増加が見込まれる中で、少子高齢化に伴う
生産年齢人口の減少や、作業員や技術者の高齢化等の課題も顕在化している。

○限りある施工力の中で、供給工事や設備の更新工事など、電気の安定供給のために必要な
工事は実施しつつ、無電柱化の推進にも引き続き取り組んで行く。

2025.9.8 第2回 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 資料7 抜粋



7６．RC制度における各工事量と電柱の更新本数

○ 配電の主要な工事においては、需要・電源工事（供給工事）や更新工事といった安定供給
に必要な工事が全体の90%以上を占める。(2023、2024年度の２ヵ年実績）

○ その内、電柱（コンクリート柱）の更新工事は約20%であり、年間で約7万本の工事を実施。
○電柱の劣化速度は設置環境や電線の荷重等により1本ごとに異なるといった特徴がある。
○また、更新工事については、各社の基準に基づき対象を選定後、安定供給に支障をきたさな
いよう、概ね1年～3年以内に実施している。

RC第一規制期間の工事実績割合
(2023、2024年度の2ヵ年10社合計）

コンクリート柱の更新本数
70,400本2023年度
71,500本2024年度

（参考）建替対象柱の官民区分割合※

コンクリート柱
更新工事
17%

更新工事
31％ 需要・電源工事

62％

無電柱化
7％

※：グラフはデータ抽出可能であった、一般送配電事業者6社の
2023年度、2024年度の合計値をもとに作成

国道
1%

都道府県道
5%

市区町村道
29%

その他官地
8%

民地
57%



8７．電柱更新の主な流れについて

○ 電柱（コンクリート柱）の更新については、巡視点検等で確認された劣化度合い等をもとに、
優先順位を定め、更新工事を実施。

○ 電柱の更新工事の主な流れは以下の通り。

• 建替えの優先順位によ
り、概ね１～３年以内
※に電柱の更新工事を
実施。

• 現地調査やお客さまと
の交渉なども含めて、
工事設計書を作成。

• 適切な設備構築をする
ために電柱の強度計算
を実施。

• 巡視により、電柱の傾
斜などを発見した際に
は、より詳細に電柱のひ
び割れや劣化状態につ
いて点検を行い、建替
えの優先順位付けを実
施。

• 電気事業法に基づく自
主保安として、定期的
な巡視を行い、配電設
備全体の状態を監視。

巡視 点検 設計 建替工事

※建替え期限は事業者各社の基準により異なる。
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○ 電柱の建替は、主に巡視・点検結果に基づく更新や供給、支障移転の際に発生し、約70%
が1本単位の建替であり、連続した建替工事の数は少ない。

○新たな商業施設の建設に伴う電線の複線化による増強工事等において、電柱の連続した建
替えがある場合は、引き続き、各ブロック協議会等で共有させていただき、無電柱化推進計
画の路線選定時に考慮できるよう、道路管理者さまと協力をしていく。

８．連続した電柱建替状況

・老朽化による電柱更新工事のイメージ

不良電柱の更新

・連続した電柱建替工事のイメージ

新たな商業施設の建設などにより、電力需
要が増えた場合、お客さまの供給希望に間
に合うように、電線の複線化と電柱の長尺・
高強度化のための建替工事が必要

商業施設

※：グラフはデータ抽出可能であった、一般送配電事業者7社の2024年度の合計値をもとに作成
データには供給工事、支障移転工事および更新工事に伴う電柱建替えを含む

連続した電柱の建替割合※

1本
69%

2～4本
25%

5本以上
6%
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○ 北陸電力送配電では、樹木接触および倒木による停電を回避する観点から、過去に電柱の
更新に合わせて、単独地中化方式による整備を実施。（電力レジリエンス強化が目的）

（参考）電柱更新に合わせた単独地中化の事例について

【工事場所】

【工事概要図】
・工事時期：1999年12月竣工
・対象道路：二上万葉ライン（市道・緊急輸送道路以外）
・樹木接触および倒木による停電を回避するため、更新に合わせた地中化を実施

富山県高岡市守山

【工事写真】

【工事概要】
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以 上


